
奈良県広域消防組合

様

申請者（借用責任者）

電話番号

代表者氏名 印

電　話

　　・　年月日の記載は和暦によること。
　　・　借用期間は、原則３日間となります。
　　※欄は記入しないでください。

※　受　付　欄 ※貸　出　し ※返　　却

　　　　　　　年　　月　　日 　　　　　　　年　　月　　日

確認者 確認者

連絡先
（借用責任者と同一の場合は記載不要）

　住　所

（使用担当者） 　氏　名

備　　考

指導担当者

氏　名

資格等種別
□指導員　　□普及員　　 □普通Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ　 □上級救命
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　）

認定証・修了証 　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　号

借用資機材

□　ＡＥＤトレーナ　　（　　　              　　　　　）台

□　訓練人形（全身）　成人（　　）体、小児（　　）体、乳児（　　）体

□　訓練人形（半身）　成人（　　）体、小児（　　）体

□　簡易訓練人形　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）個　　　

□　啓発用ＤＶＤ等　（　　　　）　　□その他　（　　　       　　　　　　　　　　　）

使用場所
住　　所

名　　称

参加予定人数

下記のとおり応急手当講習会を実施するため、資機材の借用を申し込みます。

なお、借用にあたっては裏面の注意事項を遵守します。

借用期間
　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　時　　　分　から

　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　時　　　分　まで（返却予定）

使用目的

様式第６号（第12条関係）

年　　　月　　　日

団体名

住所

応急手当普及啓発用資機材借用申込書

消防署長



　　　るときは、原状回復を求めることがあります。

◎資機材がき損、亡失又は盗難にあった場合

　　１　借用中、資機材がき損や亡失又は盗難にあった場合は、速やかに借り受けた消防署等に

　　　お知らせいただくとともに、様式第６号「応急手当普及啓発用資機材き損・亡失等報告書」

　　　を提出してください。

　　２　資機材のき損や亡失又は盗難の原因が、申請者の故意又は重大な過失によると認められ

◎次の場合は、貸出し期間中であっても資機材を返却していただきます。

　　１　使用方法や維持管理が適切でない場合。

　　２　応急手当指導員、応急手当普及員、救命講習修了者等応急手当に関する知識を有する

　　　者が指導者として参加していない場合。

　　３　救命講習等が中止又は予定変更等で資機材が不要となったとき。

　　４　公共の用に使用する等の必要があるなど、消防署長が返却を命じたとき。

　　２　借用中は常に適正に維持管理を行ってください。

　　３　使用場所は貸出しした消防署管轄区域内に限ります。　

　　　　※無断で使用場所等を変更しないでください

　　４　他に貸し出さないでください。

　　５　資機材は営利目的に使用しないでください。

様式第６号（第12条関係）　裏面

　　応急手当普及啓発用資機材を貸出しするにあたって

応急手当普及啓発用資機材を借用されたときは、次のことをお守りください。

◎資機材の使用及び管理

　　１　それぞれの資機材の使用目的以外に使用しないでください。


